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　給与制度のアップデートに係る人事院規則の改正については自治労情報2025第0013号にてお知
らせしているところですが、2月12日付で関連する事務総長通知（給実甲）、局長通知等が出され
ましたので情報提供いたします。なお、関連資料については準備が整い次第、下記に示すファイ
ル管理のフォルダに格納します。
 
　また、人事院規則の改正事項のうち、とくに下記の２点については春闘期の要求事項の追加と
して取り組みと確認をお願いします。
 
１．人事院規則9-8の経験年数換算表等の改正について
　経験年数換算表の改正については、中途採用者の初任給格付けに大きく関わるものであること
から、下記の通り取り組みをお願いいたします。
 
（１）改正概要（別添資料参照）
　この度の改正は、これまで運用で可能としてきた職務経験の100％換算について、「採用後の職
務に直接役立つ職務経験か否かの統一的な基準に基づき評価することとし、評価されるものは原
則100％換算することを明示」したものとなります。
　規則の改正に伴い、給実甲において「各府省の特定の所掌事務において必要とされる専門的知
識や経験を活用する職務に従事した期間だけでなく、各府省に共通する職務に役立つ汎用的な能
力（説明能力、調整能力、企画能力等）を活用して職務に従事した期間も含まれる」旨が明記さ
れました。また、給与局長通知では、「民間企業等における経験を十分に考慮して給与を決定す
ることが求められます」とされ、参考資料でQ＆Aも示されています。
（上記の運用について示した人事院給与局長通知については自治労情報2022第0159号参照）
 
（２）今後の取り組みについて
　総務省は、この件について自治体に対し通知を発出していませんが、自治労本部としては、人
事院規則の改正を踏まえ、適切に対処するよう求める通知を出すべきだと考え、総務省・国会対
策を進めています。結果については後日お知らせいたします。
 
　県本部・単組におかれましてはすでに春闘方針を確立している時期かと存じますが、4月1日採
用者の初任給格付けに関わる事項ともなるため、春闘の要求に追加で盛り込み、規則改正の取り
組みをお願いいたします。
 
【要求事項】
①人事院規則の改正を踏まえ、経験年数換算表を改正し、民間職務経験を100％換算とすること。
②経験年数換算表の改正を踏まえ、在職者調整を行うこと。
 
２．扶養手当の改正にかかる留意事項
　この度の改正において、配偶者に係る手当が廃止されることとなりましたが、扶養親族として
認定されていた配偶者が「重度心身障害者」としての扶養親族にも該当する場合は、「重度心身
障害者」として認定し、扶養手当を支給することとなります。この場合、国では、改めて職員か
ら扶養親族届の提出を受けることとしていることから、各自治体においても、届出の必要性につ
いて確認するとともに、手続きに漏れがないよう職員に周知をすることを求めます。
 
 

○人事院HP：新たに発出された通知等（主なもの）の概要
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